
予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

予
防
接
種
法
施
行
令
第
一
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
、
ロ
タ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
と
し
て
、
腸
重
積
症
の
既
往
歴
の
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
な
者
、
先
天
性
消
化
管
障
害
を
有
す
る
者
（
そ
の
治
療
が
完
了
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
重
症
複
合
免
疫
不
全
症
の

所
見
が
認
め
ら
れ
る
者
を
追
加
す
る
こ
と
。

二

予
防
接
種
法
施
行
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
ワ

ク
チ
ン
は
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
と
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
ワ
ク
チ
ン
ご
と
に
当
該

及

（一）

（二）

（一）

び

に
掲
げ
る
日
と
す
る
こ
と
。

（二）
経
口
弱
毒
生
ヒ
ト
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

生
後
二
十
四
週
に
至
る
日
の
翌
日

（一）

五
価
経
口
弱
毒
生
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

生
後
三
十
二
週
に
至
る
日
の
翌
日

（二）
三

予
防
接
種
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
こ
と
に
よ

る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
は
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
状
と
し
、
対
象
と
な
る
期
間
は
、
症
状
ご
と
に
当
該

か
ら

（一）

（三）

（一）



ま
で
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
こ
と
。

（三）

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

（一）

腸
重
積
症

二
十
一
日

（二）

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡

（三）
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

予
防
接

種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
医
師
が
認
め
る
期
間

四

様
式
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正

一

経
口
投
与
器
具
は
、
被
接
種
者
ご
と
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

（一）

（二）

る
こ
と
。
た
だ
し
、
市
町
村
長
が
当
該

及
び

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

（一）

（二）

と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接
種
回
数
、
接
種
間
隔
及
び
接
種
量
に
照
ら
し
て
適
切
な
方

法
で
接
種
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。



経
口
弱
毒
生
ヒ
ト
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
経
口
投
与
す
る
も
の
と
し
、

（一）
接
種
量
は
毎
回
一
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

五
価
経
口
弱
毒
生
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
三
回
経
口
投
与
す
る
も
の
と
し
、

（二）
接
種
量
は
毎
回
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
三
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

三

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

四

こ
の
省
令
の
施
行
前
の
経
口
投
与
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
経
口
投
与
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
口
投
与
を
同
条
に
規
定
す
る
ロ
タ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
経
口
投
与
と
、
当
該
経
口
投
与
を
受
け
た
者
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
経
口
投
与
を
受
け
た
者
と
み
な
し



て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


